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(57)【要約】
【課題】封止栓と注液孔との密閉性を向上させる。
【解決手段】開口を有する外装缶と、前記外装缶内に収
容された電極体と、前記外装缶の開口を封口し、前記外
装缶内に電解液を注液するための注液孔を有する封口板
と、前記注液孔を密閉する、平板状押さえ部と平板状押
さえ部の表面に設けられた樹脂製の突状部とを有する封
止栓と、を備え、前記封止栓の突状部が前記注液孔に挿
入され、前記平板状押さえ部の外周縁と前記封口板とが
溶接されることにより密閉される密閉型電池において、
前記封口板の注液孔は、前記電極体側の周縁近傍に、ス
ポット状のカエリ突出部を有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口を有する外装缶と、
　前記外装缶内に収容された電極体と、
　前記外装缶の開口を封口し、前記外装缶内に電解液を注液するための注液孔を有する封
口板と、
　前記注液孔を密閉する、平板状押さえ部と平板状押さえ部の表面に設けられた樹脂製の
突状部とを有する封止栓と、
　を備え、
　前記封止栓の突状部が前記注液孔に挿入され、前記平板状押さえ部の外周縁と前記封口
板とが溶接されることにより密閉される密閉型電池において、
　前記封口板の注液孔は、前記電極体側の周縁近傍に、スポット状のカエリ突出部を有す
る、
　ことを特徴とする密閉型電池。
【請求項２】
　請求項１に記載の密閉型電池において、
　前記カエリ突出部大きさが、前記注液孔の直径の３～２３％である、
　ことを特徴とする密閉型電池。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の密閉型電池において、
　前記カエリ突出部が３以上設けられている、
　ことを特徴とする密閉型電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密閉性の向上を目的とした密閉型電池の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、ノートパソコン等の移動情報端末の高機能化が急速に進展しており、
その駆動電源としての電池にはさらなる高容量化、高エネルギー密度化が要求されている
。リチウムイオン二次電池に代表される非水電解質二次電池は、高いエネルギー密度を有
し、高容量であるので、上記のような移動情報端末の駆動電源として広く利用されている
。
【０００３】
　中でも、角形の密閉型非水電解質二次電池は、携帯機器に実装しやすい点から、上記分
野において広く利用されている。この角形密閉型電池では、金属製の外装缶内に、正負極
を備えた電極体と、非水電解質と、が収容され、外装缶の開口部と封口板とがレーザ溶接
により封口されており、非水電解質やガスの漏出が防止されている。
【０００４】
　従来、角形密閉型電池では、外装缶に電極体及び非水電解質を収容した後に、外装缶の
開口部を封口板により封口する方法が採用されていたが、この方法では、非水電解質が外
装缶の開口部に付着し、付着した非水電解質がレーザを屈折させて、レーザ溶接不良を招
くという問題があった。この問題を解決するため、現在では、封口板に注液孔を設け、封
口板と非水電解質を注液していない外装缶とをレーザ溶接した後、注液孔から非水電解質
を注液し、しかる後に注液孔に封止栓を挿入し、封止栓の外周縁と封口板とをレーザ溶接
して密閉する方法が採用されている。
【０００５】
　しかしながら、この方法では、非水電解質が注液孔に付着し、付着した非水電解質がレ
ーザを屈折させて、封止栓と封口板とのレーザ溶接不良を招くという問題がある。
【０００６】
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　ここで、封止栓と封口板との封止不良を抑制する技術としては、特許文献１が挙げられ
る。
【０００７】
【特許文献１】特開2000-268811号公報
【０００８】
　特許文献１に係る技術は、アルミ合金からなる平板とＥＰゴム（エチレンプロピレンゴ
ム）からなる突状部とで構成される封止栓を用いる技術である。この技術によると、封止
栓と封口板との封止不良を低減させることができるとされる。
【０００９】
　しかしながら、この技術では、封止栓が注液孔から脱離したり、封止栓が回転したりし
て、封止栓の平板の外周縁と封口板との溶接不良を招くおそれがあるという問題があった
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記に鑑みなされたものであって、封止栓と注液孔との封止不良を確実に防
止し得た密閉型電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明は、開口を有する外装缶と、前記外装缶内に収容され
た電極体と、前記外装缶の開口を封口し、前記外装缶内に電解液を注液するための注液孔
を有する封口板と、前記注液孔を密閉する、平板状押さえ部と平板状押さえ部の表面に設
けられた樹脂製の突状部とを有する封止栓と、を備え、前記封止栓の突状部が前記注液孔
に挿入され、前記平板状押さえ部の外周縁と前記封口板とが溶接されることにより密閉さ
れる密閉型電池において、前記封口板の注液孔は、前記電極体側の周縁近傍に、スポット
状のカエリ突出部を有することを特徴とする。
【００１２】
　この構成によると、スポット状のカエリ突出部の先端が樹脂製の突状部に食い込むよう
にして、その反発弾性力を作用させるので、封止栓の浮き、回転、脱落が阻止される。よ
って、よって、封止栓の平板状押さえ部と封口板との溶接が完全になされ、その結果とし
て電池の密閉性が向上する。
【００１３】
　ここで、カエリ突出部が注液孔全体を囲うように設けられていると、このカエリ突出部
が突状部を注液孔内に挿入する際の抵抗となって、突状部を注液孔内に十分に挿入するこ
とが難しくなる。他方、スポット状のカエリ突出部であると、突状部を注液孔内に挿入す
る際の抵抗が比較的小さくなるため、突状部を注液孔内に十分に挿入することが容易であ
る。このため、カエリ突出部はスポット状に形成されていることが好ましい。
【００１４】
　また、カエリ突出部が封口板の電極体とは逆側（電池外方側）に形成されていると、突
状部を注液孔内に挿入することが難しくなる。このため、カエリ突出部は封口板の電極体
側（電池内方側）に形成されていることが好ましい。
【００１５】
　上記構成において、前記カエリ突出部の大きさが、前記注液孔の直径の３～２３％であ
る構成とすることができる。
【００１６】
　カエリ突出部大きさがこの範囲であると、封止栓挿入の際に必要となる圧力が大きくな
りすぎず、封口板を変形させることなく封止栓をスムースに挿入可能であり、封止栓挿入
後は封止栓を充分に固定できるので好ましい。
　ここで、カエリ突出部大きさとは、カエリ突出部の注液孔中心部側への最大出っ張り量
を意味し、複数個のカエリ突出部が設けられている場合には、各々の値ではなくその平均
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値を意味する。なお、３％という値は、通常の注液孔作製において生じるカエリ突出部（
バリ）大きさのバラツキを超えた値である。
【００１７】
　上記構成において、前記カエリ突出部が３以上設けられている構成とすることができる
。
【００１８】
　カエリ個数が１個または２個である場合であっても、封止栓の脱落強度は十分に向上す
るものの、カエリ突出部は３以上であると、封止栓の回転・傾き等によって封止栓の位置
のバラツキを低減でき、より安定に固定できることから、スポット状のカエリ突出部は３
以上設けることが好ましい。
【００１９】
　但し、カエリ突出部を９以上作製した場合には、それ以上の効果の向上が見られなくな
り、他方加工コストが増大する。よって、カエリ突出部の上限は８とするのが好ましく、
通常は３～６個が好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　上記本発明によると、スポット状のカエリ突出部が反発弾性力をもって封止栓の突状部
を常に押圧するため封止栓の姿勢を安定化させた状態で固定するので、封止栓による注液
孔の密閉が完全なものとなる。よって、本発明によると、密閉性に優れた密閉型電池が提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明を実施するための最良の形態を、非水電解質二次電池を例として、図面に基づい
て説明する。なお、本発明は下記の形態に限定されるものではなく、その要旨を変更しな
い範囲において適宜変更して実施することが可能である。
【００２２】
　図１は本発明電池の要部拡大断面図であり、図２は封口板の要部下面図である。図１に
示すように、封口板１には注液孔２が設けられ、注液孔２は、アルミニウム合金製の平板
状押さえ部３１と、樹脂製の突状部３２と、を備える封止栓３の突状部３２が挿入され、
平板状押さえ部３１の外周縁と封口板とがレーザ溶接されることにより封止されている。
また、注液孔２の周縁部であって封口板１の下面（電池内側方向の面）には、カエリ突出
部４が設けられている。
【００２３】
　図２に示すように、カエリ突出部はスポット状に形成されている（同図においては２つ
）。
【００２４】
　図１（ｂ）に示すように、封止栓の突状部３２は、電池外方面において注液孔２の壁面
と圧接し、且つ電池内方面においてカエリ突出部４と圧接することにより、注液孔２が密
閉される。
【００２５】
　このカエリ突出部４は、図６に示すように、注液孔２を形成した封口板１の注液孔２の
近傍に、先端が円錐状のジグを押し込み、押し込みの変形力によって注液孔２の壁面を注
液孔２の中心部側に変形することにより形成されている。このため、カエリ突出部４の近
傍には、押し込んだ痕跡５が残存し、注液孔２には円錐の側面の一部が突出しているよう
なカエリ突出部４が形成される。ただし、カエリ突出部の形成方法や形状は、これに限定
されるものではない。
【００２６】
　ここで、封口板１と平板状押さえ部３１とは、レーザ溶接を用いて溶接を行うときは強
度を高める観点から、両者を同一の材料で構成することが好ましい。また、電池の軽量化
の観点から、アルミニウムやアルミニウム合金を用いることが好ましい。
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【００２７】
　また、突状部３２を構成する樹脂材料としては、非水電解質との反応性がなく、且つ適
度な弾性を有するものがよく、例えば、エチレンプロピレンゴム、シリコーンゴム、ニト
リルゴム、フッ素ゴム、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル
共重合体、ポリプロピレン、テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体、ポリテトラフ
ルオロエチレン等を用いることができる。
【００２８】
　以下、実施例により本発明に係る密閉型電池について具体的に説明する。
【００２９】
　（実施例１）
　〈正極の作製〉
　正極活物質としての平均粒径５μｍのＬｉＣｏＯ２粉末９質量部と、導電剤としての人
造黒鉛粉末１質量部とを混合して、正極合剤を調製した。この正極合剤と、ポリフッ化ビ
ニリデンをＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）に５質量％溶かした結着剤溶液とを、
固形分質量比９５：５で混練して、正極活物質スラリーを調製した。
【００３０】
　このスラリーを、正極集電体としてのアルミ箔（箔厚み：１５μｍ）の両面に塗布した
。この際、両面塗布部の乾燥後質量で５００ｇ／ｍ２(片面塗布２５０ｇ／ｍ２、集電体
除く)塗布した後、乾燥させてその極板を圧縮し、正極活物質の充填密度３．７ｇ／ｍｌ
の正極板を作製した。その後、極板を電池高さに合うように裁断した。
【００３１】
　〈負極の作製〉
　リン片状天然黒鉛(ｄ００２値：３.３５６Å,Ｌｃ値：１０００Å、平均粒径：２０μ
ｍ)と、スチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）のディスパージョン（固形分：４８％）を
水に分散させ、増粘剤であるカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）を添加して負極活物
質スラリーを調製した。なお、乾燥後の固形分質量組成比が、黒鉛：ＳＢＲ：ＣＭＣ＝１
００：３： ２となるように調製した。
【００３２】
　このスラリーを負極集電体としての銅箔（箔厚み：１０μｍ）の両面に、乾燥後質量で
２００ｇ／ｍ２(片面塗布１００ｇ／ｍ２、集電体除く)となるよう塗布した後、乾燥させ
てその極板を圧縮し、正極活物質の充填密度１．７ｇ／ｍｌの負極板を作製した。その後
極板を電池高さに合うように裁断した。
【００３３】
　〈電極体の作製〉
　上記正極及び負極を、ポリプロピレン製微多孔膜からなるセパレータを介して巻回し、
この後プレスすることにより、偏平渦巻状の電極体を作製した。
【００３４】
　〈電解液の調整〉
　非水電解液として、エチレンカーボネート（ＥＣ）とジエチルカーボネート（ＤＥＣ）
との体積比５０：５０（２５℃）の混合溶媒に，ＬｉＰＦ６を１モル／リットルとなるよ
うに溶かして、電解液となした。
【００３５】
　〈封口板の作製〉
　公知の方法により、注液孔（直径１．１ｍｍ）が設けられたアルミニウム合金製の封口
板を作製した。図６に示すように、封口板１の電池内方面であって、注液孔２の近傍に、
先端角度が６０°で且つ先端形状が円錐形であるジグを押し込み、注液孔２の壁面を注液
孔中心部側に向かって変形させて、カエリ突出部４を１つ設けた。
【００３６】
　〈封止栓の作製〉
　電池厚み方向の幅が２．２ｍｍ、板厚が０．３ｍｍのアルミニウム合金製の平板状押さ
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え部３１を作製した。また、根元部３２１の直径が２．２ｍｍ、先端部３２２は根元部３
２１との界面において直径１．２ｍｍ、先端部において直径０．９ｍｍ、長さ１．３ｍｍ
のエチレンプロピレンゴム製の突状部３２を成型した。これらを接着して、封止栓３を作
製した。
【００３７】
　実施例１にかかる角型密閉式電池の封止栓圧入前の斜視図を図３に示す。電池缶６の内
部に電極体等の発電部材が入っており、電池缶６の上部開口部に封口板１を嵌合させ溶接
等で固定する。封口後、注液孔２より電解液を注入したのち、封止栓３で注液孔２を封止
し、密閉型角形電池７を完成させるものである。
【００３８】
　図４は、封止栓３と封口板１の注液孔２との対応を表す斜視図である。平板状押さえ部
３１と突状部３２とからなる封止栓３を本発明のカエリ突起部を備えた封口板に圧入した
場合において、図４のＳ－Ｓ´の線で切ったときの断面図が図１である。図１では、(Ａ)
封止栓圧入前、（Ｂ）封止栓圧入後である。
【００３９】
　〈電池の組み立て〉
　アルミニウム合金製の角形の外装缶に上記電極体を挿入した後、外装缶の開口部と上記
封口板とをレーザ溶接した。この後、封口板の注液孔から上記電解液を注液した。この後
、注液孔を封止栓で密閉し、封口板と平板状押さえ部の外周縁とをレーザ溶接することに
より、理論容量が８００ｍＡｈである実施例１に係る非水電解質二次電池を作製した。
【００４０】
　（実施例２）
　カエリ突出部の数を２つとしたこと以外は、上記実施例１と同様にして、実施例２に係
る非水電解質二次電池を作製した。なお、２つのカエリ突出部は、カエリ突出部相互間の
円周距離が同一となるように設けた。
【００４１】
　（実施例３）
　カエリ突出部の数を３つとしたこと以外は、上記実施例１と同様にして、実施例３に係
る非水電解質二次電池を作製した。なお、３つのカエリ突出部は、隣り合うカエリ突出部
相互間の円周距離が同一となるように設けた。
【００４２】
　（実施例４）
　ジグの押し込み圧力を代えたこと以外は、上記実施例３と同様にして、実施例４に係る
非水電解質二次電池を作製した。
【００４３】
　（実施例５）
　ジグの押し込み圧力を代えたこと以外は、上記実施例３と同様にして、実施例５に係る
非水電解質二次電池を作製した。
【００４４】
　（実施例６）
　カエリ突出部の数を４つとしたこと以外は、上記実施例１と同様にして、実施例６に係
る非水電解質二次電池を作製した。なお、４つのカエリ突出部は、隣り合うカエリ突出部
相互間の円周距離が同一となるように設けた。
【００４５】
　（実施例７）
　カエリ突出部の数を６つとしたこと以外は、上記実施例１と同様にして、実施例７に係
る非水電解質二次電池を作製した。なお、６つのカエリ突出部は、隣り合うカエリ突出部
相互間の円周距離が同一となるように設けた。
【００４６】
　（実施例８）
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　カエリ突出部の数を８つとしたこと以外は、上記実施例１と同様にして、実施例８に係
る非水電解質二次電池を作製した。なお、８つのカエリ突出部は、隣り合うカエリ突出部
相互間の円周距離が同一となるように設けた。
【００４７】
　（比較例１）
　カエリ突出部を設けなかったこと以外は、上記実施例１と同様にして、比較例１に係る
非水電解質二次電池を作製した。
【００４８】
　図５には、比較例として、カエリ突起部を全く設けない注液孔に封止栓を圧入した場合
の断面図を示す。注液孔の壁面の形状はほぼ垂直な円柱面であり、比較例にかかる封口板
では、単に注液孔２の壁面と突状物３２との間の圧接により保持されている。すなわち、
封止栓の側面との間と接する面に働く摩擦力により、主に保持が行われる。この状態では
、封止栓の圧入後における工程での振動または衝撃等に対する封止栓の保持力が十分では
なかった。
【００４９】
（カエリ突出部大きさの測定）
　実施例１～８にかかる電池のカエリ突出部の注液孔中心部側への最大出っ張り量を測定
し、これをカエリ突出部大きさとした。なお、カエリ突出部が複数設けられている場合（
実施例２～８）には、それぞれについて測定し、その平均値をカエリ突出部大きさとした
。この結果を下記表１に示す。
【００５０】
（封止栓浮き量の測定）
　先端面積が１．３３ｍｍ２であるジグを用いて、０．５Ｎの圧力で、実施例１～８、比
較例１にかかる電池の封口板の注液孔に封止栓を挿入し、平板状押さえ部が封口板から突
出している高さを測定し、これを封止栓浮き量とした（図７Ａ参照）。この結果を下記表
１に示す。
【００５１】
（封止栓押し込み強度の測定）
　先端面積が１．３３ｍｍ２であるジグを用いて、封止栓浮き量を０．２２０ｍｍになる
まで実施例１～８、比較例１にかかる電池の封口板の注液孔に封止栓を押し込むのに必要
な力を測定し、これを封止栓押し込み強度とした（図７Ｂ参照）。この結果を下記表１に
示す。
【００５２】
（封止栓脱落強度の測定）
　先端面積が１．３３ｍｍ２であるジグを用いて、封止栓浮き量が０．２２０ｍｍとなる
まで実施例１～８、比較例１にかかる電池の封口板の注液孔に封止栓を圧入し、この後、
当該ジグを用いて封止栓を逆方向から押さえ、封止栓を脱落させるのに必要な力測定し、
これを封止栓脱落強度とした（図７Ｃ参照）。この結果を下記表１に示す。
【００５３】
　（電池密閉性(質量変化量)）
　実施例１～８、比較例１にかかる電池を、定電流８００ｍＡで電圧が４．２Ｖとなるま
で充電し、その後定電圧４．２Ｖで電流が１６ｍＡとなるまで充電した。７５±２℃・湿
度９０％の容器内に、封口体が下向きになるように充電状態の電池を静置し、１０日間放
置し、放置前後の電池質量を測定し、質量減少量の割合を測定した。この結果を下記表１
に示す。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
　上記表１から、カエリ突出部を設けていない比較例１は、封止栓押し込み強度が０．３
０Ｎと、カエリ突出部を設けた実施例１～８の０．５７～２．５０Ｎよりも小さいものの
、封止栓脱落強度が０．１０Ｎと、実施例１～８の０．２３～１．２０Ｎよりも小さいこ
とがわかる。
【００５６】
　このことは、次のように考えられる。カエリ突出部が設けられていると、このカエリ突
出部が注液孔への封止栓の突状部の挿入を妨げるように作用するものの、封止栓挿入後に
おいては、図１に示すようにカエリ突出部が突状部を圧縮し、その反発力により突状部と
カエリ突出部が密着し、脱落強度を高めるように作用する。他方、カエリ突出部が設けら
れていない場合には、図４に示すように突状部と注液孔との圧接のみが作用するため、脱
落強度が小さくなる。
【００５７】
　また、同数のカエリ突出部を有する場合、カエリ突出部大きさが大きくなるに従い、封
止栓浮き量が大きくなる傾向にあることがわかる（実施例１～３、６～８参照、カエリ突
出部大きさは０．０５～０．０７ｍｍ）。
【００５８】
　このことは、次のように考えられる。カエリ突出部の数が多くなると、その分封止栓を
挿入するとき抵抗が大きくなる。このため、封止栓浮き量が大きくなる。
【００５９】
　また、ほぼ同等の大きさのカエリ突出部を有する場合、カエリ突出部の数が多くなるに
従い、封止栓押し込み強度が大きくなり、且つ封止栓脱落強度が大きくなる傾向にあるこ
とがわかる（実施例３～５参照）。
【００６０】
　このことは、次のように考えられる。カエリ突出部大きさが大きくなると、その分封止
栓を挿入するとき抵抗が大きくなるとともに、突状部を圧縮する力が大きくなり、その反
発力による密閉性も高まる。このため、封止栓押し込み強度が大きくなり、且つ封止栓脱
落強度が大きくなる。
【００６１】
　また、カエリ突出部の数や大きさと、質量変化量との間には相関関係がないことが確認
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【００６２】
　（追加事項）
　なお、上記実施例では、外装缶及び封口板材料としてアルミニウム合金を用いたが、こ
れに限定するものではなく、アルミニウム・鉄・ステンレススチール等の公知の材質でも
良い。好ましくは、外装缶及び封口板材料として同質の材料を用いる。
【００６３】
　また、平板状押さえ部と封口板は、レーザ溶接に限らず、電子ビーム溶接や抵抗溶接、
超音波溶接等、公知の溶接方法を用いることができる。
【００６４】
　また、本発明は、注液孔を封止栓により密閉する構造の電池であれば全ての電池に応用
でき、その形状や種類（一次電池、二次電池）は問わない。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　以上に説明したように、本発明によれば、注液孔と封止栓との密閉性を飛躍的に高める
ことができるという優れた効果を奏する。したがって、産業上の利用可能性は大きい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１は、本発明電池の封止栓近傍の拡大断面図であり、図１（ａ）は封止栓挿入
前、図１（ｂ）は封止栓挿入後を示す。
【図２】図２は、本発明電池に用いる封口板の要部拡大下面図である。
【図３】図３は、本発明の対象である角形密封電池の斜視図である。
【図４】図４は、角形密閉電池における封止栓と封口板の注液口との関係を示した斜視図
である。
【図５】図５は、比較例１にかかる従来の電池の封止栓近傍の拡大断面図であり、図５（
ａ）は封止栓挿入前、図５（ｂ）は封止栓挿入後を示す。
【図６】図６は、カエリ突出部作製方法を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施例における測定方法を説明する断面図である。
【符号の説明】
【００６７】
１　封口板
２　注液孔
３　封止栓
３１　平板状押さえ部
３２　突状部
３２１　根元部
３２２　先端部
４　カエリ突出部
５　痕跡
６　電池缶
７　角型電池
８　押し込みジグ
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